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2026 年 4 月 9 日 
沖 縄 電 力 株 式 会 社 

 
地域エネルギー利用最適化・省エネルギー診断拡充事業を活用した 

省エネ診断の実施について 
 

当社は、経済産業省資源エネルギー庁の令和 7 年度補正予算 「中小企業等エネルギー利
用最適化推進事業費（地域エネルギー利用最適化・省エネルギー診断拡充事業）」※１におけ
る診断機関としての申請を行い、2026 年 3 月 30 日に採択されましたのでお知らせいたします。 
 
本事業の診断機関として、県内（主に沖縄本島内）のお客さまを対象に、省エネ診断を実施

いたします。本事業の活用により、診断費用の９割が補助金により充当されるため、お客さまは１
割のご負担で省エネ診断を受けることができます。 
 

当社は、これまでの様々なカーボンニュートラルへの取り組みに加え、お客さまへの省エネ診断など
の支援を通じて効率的なエネルギー利用を促進し、持続的発展が可能な社会の実現に向け取り
組んでまいります。 
 
＜省エネ診断の概要＞ 
（１）ウォークスルー診断 

  専門家として登録された当社社員が訪問して、設備の稼働状況や管理状態を目視・ヒアリング
で確認し、効率的なエネルギーの活用や改善のヒントを見つけ、省エネ対策を提案いたします。 

（２）IT 診断 
  計測機器で取得したデータを活用し、設備やプロセスごとのエネルギー使用状況の見える化、

分析等を行い、省エネ対策を提案いたします。 
 
＜診断を受けられるお客さま＞ 
以下のいずれかに該当するお客さまは、省エネ診断を受けることができます。 
・中小企業基本法に定める中小企業者 
・会社法上の会社に該当せず、前年度もしくは直近 1 年間のエネルギー使用量（原油換算

値）が 1,500kl 未満の事業所※２ 
 
※１ 本事業は、一般社団法人環境共創イニシアチブ（SII) が補助事業者として、実施する中小企業向けの省エネ診断事

業で、エネルギー管理士などの専門家を有する企業が診断登録機関となり、省エネ診断を実施します。 

※２ 会社法上の会社以外とは「社会福祉法人」「医療法人」「学校法人」「特定非営利活動 法人（NPO 法人）」「協同
組合」等をいう。 

 



（関連ページ） 
・「令和7年度補正予算 中小企業等エネルギー利用最適化推進事業費（地域エネルギー利

用最適化・省エネルギー診断拡充事業）」特設WEBサイト 
 https://shoeneshindan.jp/ 
・「おきでん省エネサポートサービス」 沖縄電力株式会社 法人向けサイト E-waja 
https://business.e-waja.okiden.co.jp/service/energy-savingss 

 
（別紙）おきでん省エネ診断サービス 

 
 
 
 

 
以上 

 
 

 

＜省エネ診断に関するお問い合わせ先＞ 
  沖縄電力株式会社 法人営業部  TEL︓0120-586-702 

https://shoeneshindan.jp/
https://business.e-waja.okiden.co.jp/service/energy-savingss


当サービスは一般財団法人環境共創イニシアチブ

が行う経済産業省の令和7年度補正予算中小企業等

エネルギー利用最適化推進事業費（地域エネル

ギー利用最適化・省エネルギー診断拡充事業）の

補助を受けて実施するため、補助９割、お客さま

負担１割で受けられるサービスです。

支援活動の流れ

ヒアリング等からエネルギー利用状況を確認

ウォークスルー診断

し、診断を通して、エネルギー

の無駄遣いや省エネにつながる

ヒントを見つけ、コスト削減の

提案を行います。

計測機器で取得したデータを活用し、設備や

IT診断

プロセスごとのエネルギー

使用状況の見える化、分析

等を行い、細やかな改善提

案を行います。

STEP01 STEP02 STEP03 STEP04

報告会
診断の報告をもって支援
活動完了

お申込み
おきでん法人向けサイト
E-wajaからお問い合わせ

事前ヒアリング
お客さまのニーズや支援
活動に必要な情報を確認

支援活動実施
現地で専門家による
支援活動を実施

※ 打ち合わせを実施する場合もございます ※ 複数回実施する場合もございます※ 担当者よりご連絡させていただきます

おきでん

省エネ診断

サービス

省エネに取り組みたいお客さま

エネルギーコスト削減をご検討中のお客さま

沖縄電力が省エネをお手伝いします

法人営業部（省エネ担当）

TEL：0120-586-702 (直通)

受付時間：平日9:00～16:00 (12:00～13:00を除く)

※土曜、日曜、祝日、慰霊の日(6/23)、旧盆(旧暦7/15)、年末年始(12/29～1/3)は除く

お問合せはこちら

※補助金対象外のお客さまについても沖縄電力独自の診断も可能です。

お気軽にご相談ください。

 中小企業基本法に定める中小企業者（※1）

 会社法上の会社に該当せず、前年度もしくは直近１年間のエネルギー使用量（原油換算値）が1,500kl未満の事業所(※2)

※1：年間エネルギー使用量（原油換算値）が1,500kl以上のみなし大企業を除く

※2：会社法上の会社以外とは、「社会福祉法人」「医療法人」「学校法人」「特定非営利活動法人（ＮＰＯ法人）」

「協同組合」等をいう。

補助の対象となるお客さま

おきでん E-waja 検索

（別紙）


